
 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お時間があるときにぜひのぞいてみてください。フォローもお願いします!  

平素は大変お世話になりまして、ありがとうございます。 

今年も皆さまに少しでもお役に立つ情報をお届けできればと思っております。 

今回は、BCP（業務継続計画）についてお伝えします。 

 

 
 

TEL 022-762-9915 FAX 022-762-9918 

2023 年 第６号 

 

介護福祉事業では来年 4 月から BCP 策定が義務化されます 
 

退職金制度コンサルサービス・FP 相談サービス始めました 
 

BCP とは Business Countinuity Plan の頭文字を取った言葉で企業が自然災害や感染症の発生などの

不測の事態が発生した状況においても重要な業務が継続出来るように方策などを計画しておくことを指

します。令和 6年 4月より介護福祉事業では BCP 策定が義務化されます。つまりこれらの事業を行ってい

る場合、令和 6 年 3 月 31 日までに BCP 計画を作成する必要があります。法令で求められるのは BCP 計画

等の策定のみならず、研修の実施、訓練の実施も含まれます。 

当社においても BCP 計画を策定しており、先日、従業員を対象に大地震発生を想定した訓練を行いまし

たが、行動の仕方や順序が人によって違っている等、課題が多く見つかりました。計画で決めた事を実行

するためには、各自が BCP 計画の内容をよく理解し実践訓練しておくことが大切だと感じました。また、

訓練を重ねる事で計画内容の問題点を修正することが出来そうです。 

オンワード・マエノでは保険会社等と連携し BCP 計画策定に関するツールの提供や研修・訓練に関する

情報提供を行っています。BCP 計画が未策定、訓練の実施方法が分からない等、お困りごとがございまし

たらご相談下さい。 

 

近頃、福利厚生充実を目的として退職金制度導入、拡大を検討する企業様が増加しています。 

しかしながら企業型確定拠出年金（ＤＣ）、中退共、生命保険、各種共済など様々な積立手段があり、

整備が必要な制度内容も多岐に渡るため、躊躇される事業者の方も多いのが実情です。オンワード・マ

エノでは退職金制度の導入支援相談サービスを行っており、社会保険労務士またはファイナンシャルプ

ランナーが貴社に合った退職金制度構築のお手伝いをさせて頂きます。 

また、役職員様の個人資産運用に関するご相談、iDeCo やニーサに関するご相談、相続に関するご相

談、生命保険に関するご相談なども専門のファイナンシャルプランナーが承っております。 

いずれも初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。 

 


